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築
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築
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築
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東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
廃
棄
物
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
五
項
第
二
号
ハ
中
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「総
重
量

，
㎏

を

車
両
重
量

，
㎏

処
理
量

，
㎏

単
価

円

廃
棄
物

領
収
金
額

円

」

「総
重
量

㎏
廃
棄
物

に
、

車
両
重
量

㎏
単

価
円

処
理
量

㎏

領
収
金
額

円
（
税
込
み
）

内
消
費
税

円

１０％
対
象
（
税
込
み
）

円

」

「代
表
者

職
・
氏
名

㊞

」
を

「代
表
者

職
・
氏
名

㊞

（
登
録
番
号
（
東
京
都
）

T８００００２０１３０００１）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

「東
京
都
環
境
局
長

」
を
「東

京
都
環
境
局
長

（
登
録
番
号

T８００００２０１３０００１）

」
に
、

「１
手
数
料
額

円

」
を

「１
手
数
料
額

円
（
税
込
み
）

内
消
費
税

円
、
１０％

対
象
（
税
込
み
）

円

」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
八
号

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
夏
服
の
部
ネ
ク
タ
イ
の
項
中
「
え
ん
じ
色
又
は
」
を
削
り
、
同
表
執
務
服
の
部
上
衣
の
款

地
質
の
項
中
「
紺
系
色
」
を
「
濃
紺
色
」
に
改
め
、
同
款
製
式
の
項
中

「
台
襟
付
き
シ
ャ
ツ
カ
ラ
ー
の
ア
ン
ダ
ー
シ
ャ
ツ
型
と
し
、
袖
は
付
け
袖
と
す
る
。

前
中
心
は
、
台
襟
に
地
質
と
類
似
の
色
の
ボ
タ
ン
一
個
を
付
け
、
フ
ァ
ス
ナ
で
留
め
る
。

袖
口
は
、
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

左
右
胸
部
に
蓋
付
き
ア
ウ
ト
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
、
地
質
と
類
似
の
色
の
ボ
タ
ン
で

蓋
を
留
め
る
。

左
袖
に
ペ
ン
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。

背
部
に
は
庁
名
標
示
を
す
る
も
の
と
し
、
上
段
に
「
東
京
消
防
庁
」
と
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
．
」
と
黄
色
で
併
記
す
る
。

」
を

「
シ
ャ
ツ
型
、
台
襟
付
き
シ
ャ
ツ
カ
ラ
ー
と
す
る
。

袖
は
四
枚
接
ぎ
と
し
、
袖
下
に
脇
身
頃
続
き
の
マ
チ
切
替
え
を
付
け
る
。

前
中
心
は
、
フ
ァ
ス
ナ
で
留
め
る
。

袖
口
は
、
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

左
右
胸
部
に
フ
ァ
ス
ナ
開
き
片
玉
縁
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

左
袖
に
ペ
ン
ポ
ケ
ッ
ト
を
付
け
る
。

背
部
に
は
庁
名
標
示
を
す
る
も
の
と
し
、
上
段
に
「
東
京
消
防
庁
」
と
、
下
段
に
「
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
．
」
と
黄
色
で
併
記
す
る
。

左
右
肩
部
前
側
に
濃
紺
色
、
背
部
庁
名
標
示
の
下
部
に
反
射
性
能
を
有
す
る
オ
レ
ン
ジ
色

の
パ
イ
ピ
ン
グ
を
縫
い
込
む
。

」
に
改

め
、
同
款
肩
章
の
項
中
「
襟
側
を
地
質
と
類
似
の
色
の
ボ
タ
ン
一
個
で
留
め
る
」
を
「
先
端
は
二
条
ス

テ
ッ
チ
で
縫
い
付
け
る
」
に
改
め
、
同
部
ズ
ボ
ン
の
款
製
式
の
項
中

「
す
そ
シ
ン
グ
ル
の
タ
ッ
ク
付
き
長
ズ
ボ
ン
と
し
、
前
面
中
央
を
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

両
も
も
及
び
後
ろ
左
右
に
切
り
込
み
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

」
を

「
す
そ
シ
ン
グ
ル
の
タ
ッ
ク
付
き
長
ズ
ボ
ン
と
し
、
前
面
中
央
を
フ
ァ
ス
ナ
開
き
と
す
る
。

両
も
も
及
び
後
ろ
左
右
に
切
り
込
み
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

左
右
身
頃
に
フ
ァ
ス
ナ
開
き
片
玉
縁
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

」
に
改

め
、
同
部
バ
ン
ド
の
項
中
「
紺
系
色
」
を
「
黒
色
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
冬
救
急
服
の
部
上
衣
の
款
製
式
の
項
及
び
標
識
の
項
中
「
濃
い
灰
色
」
を
「
紺
色
」
に
改

め
、
同
款
肩
章
の
項
中
「
、
白
色
の
反
射
テ
ー
プ
の
肩
章
カ
バ
ー
を
差
し
込
む
と
と
も
に
」
を
削
る
。

別
図
中
⑿
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
中
⒀
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
中
27
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
規
定
に
よ
る
男
性
消
防
吏
員
服
制
及

び
女
性
消
防
吏
員
服
制
中
の
執
務
服
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
の
給
与
品
及
び
貸
与
品
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
九
号

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
の
給
与
品
及
び
貸
与
品
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
の
給
与
品
及
び
貸
与
品
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
十
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
」
を
「
十
一
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
」
に
、
「
六
月
か
ら
九

月
ま
で
」
を
「
五
月
か
ら
十
月
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
一
の
部
ネ
ク
タ
イ
の
項
中
「
二
」
を
「
一
」
に
改
め
、
同
部
靴
下
の
項
を
削
り
、
同
表
二
の
部

ネ
ク
タ
イ
の
項
中
「
二
」
を
「
一
」
に
改
め
、
同
部
靴
下
の
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
の
給
与
品
及
び
貸

与
品
規
則
の
規
定
に
よ
り
既
に
支
給
さ
れ
て
い
る
男
性
消
防
吏
員
及
び
女
性
消
防
吏
員
の
ネ
ク
タ
イ

及
び
靴
下
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し

た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
五
百
七
十
七
番
一

及
び
同
番
二

令
和
五
年
九
月
十

二
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
木
場
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
西
日
暮

里
二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
四
十
六
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
舟
渡
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の

化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

武
蔵
村
山
市
学
園
三
丁
目
二
十
六

番
二
並
び
に
二
十
七
番
一
及
び
同

番
四
の
各
一
部
、
同
番
五
、
同
番

六
並
び
に
二
十
八
番
五
の
一
部

杉
並
区
西
荻
北
二
丁
目
一
番
十

一
号

株
式
会
社
三
栄
建
築
設
計

代
表
取
締
役

千
葉

理
恵

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
二
十
五

番
四
及
び
同
番
五

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
六
番

地
の
三

佐
伯

義
雄

国
分
寺
市
日
吉
町
一
丁
目
二
十
四

番
十
三

中
央
区
銀
座
六
丁
目
二
番
一
号

三
信
住
建
株
式
会
社

代
表
取
締
役

信
田

博
幸

新
宿
区
新
宿
五
丁
目
八
番
一
号

日
神
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
入

尚

日
野
市
南
平
七
丁
目
十
四
番
十
二

日
野
市
南
平
九
丁
目
三
十
四
番

地
の
二

髙
橋

一
生

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
多
摩
川
住
宅
商
業
施
設
整
備
事
業

二

店
舗
所
在
地

調
布
市
染
地
三
丁
目
一
番
地
八
百
十
五
外

三

設
置
者
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い

四

意
見

ア

聴
取
者

調
布
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
九
月
十
九
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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